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島根県立学校管理職の評価実施要領 

 

島根県教育委員会 

 

１ 趣旨 

  島根県立学校管理職の評価に関する規則（平成 18年島根県教育委員会規則第 10号。以下「規

則」という。）の実施に関しては、この要領の定めるところによる。 

 

２ 評価システムの対象者から除外する管理職（規則第３条関係） 

  評価システムの対象者から除外する管理職は、次のとおりとする。 

（1）教育委員会事務局等勤務者 

（2）当該年度の４月１日以降に採用又は異動等を命ぜられた管理職のうち４(1)②に定める定

期評価の対象期間が４月に満たない管理職 

（3）次に掲げる事由により、４(1)①から③に定める定期評価の対象期間において、実際に職

務に従事した期間が４月に満たない管理職 

    ア 休職 

    イ 公務傷病等による休暇 

    ウ 私傷病による休暇 

エ 産前産後の休暇 

オ 介護休暇等 

カ 育児休業 

キ 配偶者同行休業 

ク 停職 

ケ 長期研修 

コ 長期派遣 

サ 大学院修学休業 

（4）(1)から(3)に掲げる管理職のほか、島根県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

が適正な評価を実施することが困難であると認める管理職 

 

３ 面接者、評価者及び調整者（規則第４条関係） 

評価システムの面接者、評価者及び調整者は、次のとおりとする。 

評価対象者 面 接 者 

評 価 者 

調整者 第一次 

評価者 

第二次 

評価者 

校長 

教育長又は教育長が

別に定める教育委員

会事務局職員 

教育長が別に定める教

育委員会事務局職員 

教育長  

教頭 

教育長が別に定める

教育委員会事務局職

員又は校長 

校長 教育長が別に定め

る教育委員会事務

局職員 

教育長 
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４ 勤務評価 

（1）定期評価の対象期間（規則第６条関係） 

① 定期評価の対象期間は、②及び③に掲げる場合を除き、毎年度４月１日から翌年の３月

31日までの１年間とする。 

② ①に定める定期評価の対象期間の初日以降に採用又は異動等を命ぜられた管理職の定期

評価の対象期間は、その採用又は異動等の日から３月 31日までとする。 

③ ①に定める定期評価の対象期間の初日に、２(3)のアからサに掲げる事由により勤務して

いなかった管理職の定期評価の対象期間は、当該事由が消滅し勤務に復帰した日から３月

31日までとする。 

 

（2）特別評価の実施（規則第７条関係） 

① 特別評価の実施日及び対象期間は次のとおりとする。 

    ・実施日   教育長がその都度指定する日 

    ・対象期間  教育長がその都度指定する期間 

② 特別評価については、第一次評価者の評価結果及び説明等を参考とする。 

 

５ 目標申告制度及び勤務評価の業績評価（規則第８条関係） 

（1）目標申告制度及び勤務評価の業績評価に係る実施日 

目標申告制度は毎年度実施するものとし、職務上の自己目標及び目標達成のための手立て

（以下「自己目標等」という。）の設定日、面接日その他の実施日については、次のとおりと

する。 

自己目標等設定日    ４月１日 

年度当初面接日     年度当初から５月末日までの間で、第二次評価者が適当と

考える日 

年度中途面接日     ７月から 11月の間の第二次評価者が適当と考える日 

自己目標評価日     １月 20日までの間で第二次評価者が適当と考える日 

年度末面接日      ２月中旬までの間で、第二次評価者が適当と考える日 

 

（2）目標申告制度及び勤務評価の業績評価の実施 

① 勤務評価書（業績評価）の様式 

勤務評価書（業績評価）の様式は、次のとおりとする。なお、特別評価については、達

成状況等欄及び自己評価欄を斜線とする。 

評 価 対 象 者 様    式 

校長 様 式 1-1 

教頭 様 式 1-2 

② 自己目標等の設定 

管理職は、４月１日を自己目標等の設定日として、学校教育目標に基づく年度目標、具

体的目標等の組織課題から当該年度における自己目標等を設定し、第二次評価者が定める

日までに、その内容を記載した勤務評価書（業績評価）を第二次評価者に提出する。なお、

この場合において、自己目標の数は、２又は３とする。 

③ 年度当初面接の実施等 

評価者は、毎年度５月末までに、管理職から提出された自己目標等について、管理職と

年度当初面接を実施し、管理職の自己目標等について指導・助言を行うとともに、自己目
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標ごとに達成の水準を確認する。また、管理職は、評価者の指導・助言に基づき、自己目

標等の追加又は変更を行う。なお、最終的に第二次評価者が確認した自己目標等を管理職

の当該年度における自己目標等とし、勤務評価書（業績評価）は、当該管理職が保管する。 

自己目標等を追加又は変更する必要がある管理職は、随時、評価者に申し出、第二次評

価者の確認を得た上で、自己目標等の追加又は変更を行う。 

④ 自己目標の達成のための評価者の指導・助言 

評価者は、管理職の自己目標達成のための取組状況の把握に努め、適宜、適切な指導・

助言を行う。 

⑤ 年度中途面接の実施等 

評価者は、毎年度７月から 11月の間に、管理職と年度中途面接を実施し、管理職の自己

目標の達成状況等の把握に努めるとともに、適宜、適切な指導・助言を行う。 

⑥ 段階評価の方法 

ア 評価者が勤務評価（業績評価）において行う段階評価は、年度当初面接で確認した

自己目標達成の水準及び別表１に定める業績評価の基準に基づき絶対評価を行う。 

イ 管理職が定期評価において行う自己評価の段階評価は、アに準じて行うものとする。 

⑦ 定期評価に係る自己評価の実施 

ア 管理職は、定期評価に当たっては、自己目標評価日に自己評価を実施する。 

イ 自己評価に当たっては、学校評価等を踏まえ、定期評価の対象期間の初日から自己

目標評価日までの間の自己目標の達成状況について、⑥に定める段階評価の方法によ

り絶対評価を行い、自己評価を記載した勤務評価書（業績評価）を第一次評価者に提

出する。 

ウ 自己目標評価日において、２(3)のアからサに掲げる事由により勤務していない管理

職については、自己評価を実施しない。 

⑧  第一次評価者の責務 

ア 第一次評価者は、定期評価については自己評価の翌日に、管理職の勤務評価の対象

期間中の自己目標の達成状況について、⑥に定める段階評価の方法により絶対評価を

行い、その内容を記載した勤務評価書（業績評価）を第二次評価者に提出する。 

イ 定期評価については、当該管理職の自己評価を参考とする。 

ウ 第一次評価者は、第二次評価者への勤務評価書（業績評価）の提出に際し、第二次

評価者の求めに応じ、自ら把握した管理職の自己目標の達成状況等及び管理職に対す

る指導・助言の状況を伝えるものとする。 

⑨  年度末面接の実施 

評価者は、年度末面接日に、管理職と年度末面接を実施し、第一次評価者の評価が記載

された勤務評価書に基づき、管理職に対して指導及び助言を行う。この場合において、評

価者は肯定的に評価した内容を積極的に伝える等の方法により、管理職の資質能力の向上

と職務に対する意欲の向上を図るように配慮する。 

⑩  第二次評価者の責務 

ア 第二次評価者は、定期評価については、⑨の面接後、管理職の勤務評価の対象期間

中の自己目標の達成状況について、⑥に定める段階評価の方法により絶対評価を行い、

その内容を勤務評価書（業績評価）に記載する。 

イ 定期評価については、管理職の自己評価並びに第一次評価者の評価結果及び説明並

びに当該管理職の面接を通し確認した管理職の自己目標の達成状況等を参考とする。 
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６ 勤務評価の能力評価の実施（規則第９条関係） 

（1）勤務評価書（能力評価）の様式 

勤務評価書（能力評価）の様式は、次のとおりとする。なお、特別評価については、自己

評価欄を斜線とする。 

評 価 対 象 者 様        式 

校長 様 式 2-1 

教頭 様 式 2-2 

 

（2）勤務評価の対象とする職務の範囲 

勤務評価の対象とする職務の範囲は、勤務時間中の職務全般とする。教育職員について勤

務時間を超える勤務等を命ずることが認められている業務、管理職としての職務の特殊性に

基づく勤務時間外の業務についても勤務評価の対象とする。 

 

（3）項目評価と総合評価の実施 

能力評価における項目評価と総合評価の段階評価の方法、評価の実施については次のとお

りとする。 

 評価者の区分 項目評価 総合評価 

ア 段階評価の

方法 

(ｱ)自己評価 ・評価者評価に準じて行

う。 

・自己評価は実施しない。 

(ｲ)第一次評価

者による評価 

・別表２に定める評価の基

準により絶対評価を行う。 

 

・第一次評価者による評価

は実施しない。 

(ｳ)第二次評価

者による評価 

・別表２に定める評価の基

準により絶対評価を行う。 

 

・別表３に定める評価の基

準により絶対評価を行う。 

イ 評価の実施 (ｱ)自己評価 ・１月 20 日までに自己評

価を実施し、その内容を記

載した勤務評価書（能力評

価）を第一次評価者に提出

する。 

・自己評価実施日に、２（3）

のアからサに掲げる事由

により勤務していない管

理職については、自己評価

を実施しない。 

 

・自己評価は実施しない。 

(ｲ)第一次評価

者による評価 

 

 

 

 

・自己評価の翌日に評価を

行い、その内容を記載した

勤務評価書（能力評価）を

第二次評価者に提出する。 

・管理職の自己評価を参考

とする。 

・第一次評価者による評価

は実施しない。 
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・第二次評価者への勤務評

価書（能力評価）の提出に

際し、第二次評価者の求め

に応じ、自ら把握した管理

職の職務遂行状況及び管

理職に対する指導・助言の

状況を伝えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ)第二次評価

者による評価 

・年度末面接実施後に評価

を行い、その内容を勤務評

価書（能力評価）に記載す

る。 

・管理職の自己評価並びに

第一次評価者の評価結果

及び説明並びに当該管理

職の面接を通し確認した

管理職の職務に対する意

欲及び姿勢等を参考とす

る。 

・ア(ｳ)に定める段階評価

の方法により評価を行い、

Ｓ以上又はＢ以下の評価

をする場合は、その具体的

な理由（影響・効果等）を

記載するものとする。 

 

７ 再評価等 

（1）評価の再考等（規則第 10条関係） 

① 調整者の責務 

  教頭の勤務評価書の提出を受けた調整者は、評価が次の場合に該当すると認められるとき

は、評価者に評価について再考を求める。 

  ・明らかに誤った評価や不適切と思われる評価がなされている場合 

② 評価の再評価 

  評価者は、調整者より評価の再考を指示されたときは、再評価を行うものとする。 

③ 総合評価の結果について、給与反映に備えた調整等 

  教育委員会は、総合評価の結果については 10の給与への反映に備え、必要に応じて、調整・

優先度の判断を２月末日までに実施する。 

 

（2）定期評価の再評価（規則第 11条関係） 

① 第一次評価者は、定期評価の実施後、３月 31日までの間に、管理職の自己目標の達成状

況及び職務遂行状況を勤務評価に反映させる必要があると認めたときは、様式３により第

二次評価者に評価の修正を申し出るものとする。 

② ①において、８に定める評価結果の開示により、既に勤務評価書の写しを管理職に交付

していた場合は、第二次評価者が再評価を行った管理職に再評価の内容について説明し、

改めて勤務評価書の写しを交付するものとする。 
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８ 評価結果の開示（規則第 13条関係） 

  第二次評価者は、特別評価の場合を除き、勤務評価書の写しを管理職に交付する。なお、評

価結果を開示することにより当該管理職の健康に支障が生ずるおそれがあると認められる場合

は、教育長の判断により交付を行わないものとする。 

 

９ 評価書等の取扱い及び保管期間等（規則第 13条及び第 14条関係） 

（1）評価書等は次の事項に留意し取扱う。 

ア ８に定めるところにより評価結果を交付する場合を除き、勤務評価書及び報告書は公

開しないものとする。 

イ 勤務評価書及び報告書等を保管する者は、その記載内容が漏洩することがないよう取

扱いに注意するとともに、評価において知り得た情報については、みだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的のために使用してはならない。 

（2）評価書等は次の事項に留意し保管する。 

ア 勤務評価書及び報告書等は、実施年度の翌年度から３年間保管するものとする。 

イ 保管に当たっては、保管担当者を定め、施錠のできる鉄庫、戸棚等に一括して収納し

ておくものとする。 

 

10 給与（勤勉手当及び昇給。以下「給与」という）への反映 

（1）試行 

勤務評価における総合評価の結果を給与に反映することとする。令和３年度は試行とする

ため、令和３年度の総合評価の結果は給与に反映しない。 

（2）給与反映の実施要領 

給与反映の実施については、この実施要領とは別に定める。 

 

11 その他 

  この要領に定めるもののほか、島根県立学校管理職の評価に関し必要な事項は、教育長が別

に定める。 

附 則 

この要領は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 19年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 21年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年 10月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表１ 

＜業績評価の基準＞ 

Ｓ+ 目標を大きく上回り著しく高い実績である 

Ｓ 目標を上回っている 

Ａ 概ね目標に達している 

Ｂ 目標に達していない 

Ｃ 目標を大きく下回り著しく低い実績である 

 

別表２ 

＜能力評価における項目評価の基準＞ 

Ｓ+ 
特筆すべき成果や取組があり、校内の関係者（教職員、児童生徒、保護者等。以下「関

係者」という。）はもとより県全域の関係者に具体的な良い影響・効果があった。 

Ｓ 
特筆すべき成果や取組があり、校内の関係者はもとより地域の関係者に具体的な良い影

響・効果があった。 

Ａ 求められるレベルの取組がされており、管理職としての役割を果たしていた。 

Ｂ 
求められるレベルの取組がされていないことが多く、管理職としての役割を果たしてい

ないことが多かった。周囲からの助言がないと職務を遂行しにくいことが多かった。 

Ｃ 

求められるレベルの取組がほとんど見られず、管理職としての役割をほとんど果たして

いなかった。周囲からの助言があるものの受け入れることが少なく、校内及び地域の関

係者に支障を及ぼした。 

 

別表３ 

＜能力評価における総合評価の基準＞ 

Ｓ+ 

すべての評価項目において、校内の関係者（教職員、児童生徒、保護者等。以下「関係

者」という。）はもとより県全域の関係者に具体的な良い影響・効果を与えたと認めら

れる特筆すべき成果や取組があった。 

Ｓ 
多くの評価項目において、校内の関係者はもとより地域の多くの関係者に具体的な良い

影響・効果を与えたと認められる特筆すべき成果や取組があった。 

Ａ 
求められる成果や取組があり、管理職としての役割を果たしていた。 

（他のいずれの区分にも当てはまらない場合） 

Ｂ 
すべての評価項目において、管理職としての役割を果たしていないことが多く、校内及

び地域の関係者に支障を及ぼすことが多かった。 

Ｃ 
すべての評価項目において、管理職としての役割を果たすことがほとんどなく、校内及

び地域の関係者に著しく支障を及ぼすことが頻繁にあった。 

 


